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越生町勤労者住宅資金貸付事業越生町個人住宅リフォーム補助事業
内容　町内に住所を有する勤労者に対し、住宅

資金の貸付を行います。
対象　①町内に居住し、または居住しようとす

る勤労者で、同一事業所に 2年以上勤
務している方

　　　② 20歳以上 50 歳未満までの方
　　　③収入は、家族収入を含み、返済しなが

ら生活し得る方
資金の用途　町内に居住するための住宅の新築、

購入、増改築及び宅地 (150㎡以上
の面積を有する土地 )の取得

対象住宅　・自己の居住の用に供する住宅
　　　　　・マンション等の自己専有部分のた

めの資金
※投資を目的とするものは、貸付の対象となりません。

内容　町民が自己の居住する住宅を町内の施工
業者を利用して、リフォーム工事を行う
場合、その経費の一部を補助します。

対象　町内に居住する方で、次の要件を全て満たす方
　　　①町の他の制度による補助を受けていない方
　　　②町に住民登録または外国人登録している方
　　　③町税の滞納のない方
対象住宅　①自己の居住の用に共する住宅
　　　　　②マンション等の自己専有部分
　　　　　③店舗併用住宅等の住居部分
対象工事　町内の施工業者を利用して行う、10

万円以上の経費を要する工事で、補
助金の交付決定後に着手し、当該年
度の２月末日までに完了することが
できる次に該当する工事

　　　　　①手すりの取付け工事・段差解消工
事・滑りの防止工事など

　　　　　②二重サッシにする工事・複数ガラ
スへの取替え工事など

　　　　　③外壁、天井または床の断熱材の施
工工事など

補助金額　工事に要する経費の 20％に相当する
額（限度額 10万円）

あ産業観光課　観光商工担当　う内線１４７

※有担保融資と無担保融資の重複利用はできません。
※金利は金融情勢に応じて変更することがあります。
※貸付には保証能力がある連帯保証人または (財 )
埼玉県労働者信用基金協会の保証が必要です。

あ産業観光課　観光商工担当　う内線１４７

有担保（抵当権） 無担保
融資期間 30年以内 10年以内
融資限度額 700万円 300万円

融資権利
変動金利制
年1.865％

（上限金利5.0％）

固定金利制
年1.5％

融資内容
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大人（男性）の風しんの抗体検査・
予防接種について

申告所得税、個人事業者の消費税の振替納税を
ご利用されている方の振替日について

浄水場見学（水道週間）のおしらせ

対象　昭和 37 年４月２日から同 54 年４月１日
の間に生まれた男性で検査日・接種日に
越生町に住民登録があり、クーポン券を
お持ちの方

※昭和 47 年４月２日から同 54 年４月１日生
まれの方に配布したクーポン券の有効期限は、
令和 4年３月 31 日までに再延長されました。

※転出した方は、越生町のクーポン券は使用で
きませんので、転出先の市町村へ問い合わせ
てください。

期限　令和４年３月 31日
費用　無料

抗体検査
場所　医療機関または事業所（職場）の健康診

断で受検できます。
※事業所（職場）の健康診断での検査を希望す
る方は、勤務先にお問い合わせください。

持ち物　〇健康保険証　〇本人確認書類（運転
免許証等）

　　　　〇クーポン券（はがさずに提出してく
ださい）

予防接種
　風しんの抗体価が基準値に満たないと判定さ
れた方のみ受けられます。
場所　本事業に参加している全国の医療機関等
※厚生労働省ホームページをご覧ください。
町内実施医療機関
　市川医院（う２９２-３０１１）、
　越生メディカルクリニック（う２７７-１１１９）、
　かあいファミリークリニック（う２９９-６２２２）
持ち物　〇風しんの抗体検査結果　〇本人確認

書類（健康保険証、運転免許証等）
　　　　〇クーポン券（はがさずに提出してく

ださい）
※予約時に予診票を持参するよう依頼があった
場合は、郵送いたしますのであへご連絡くだ
さい。

あ保健センター
　う２９２-５５０５

　申告所得税（及び復興特別所得税）、贈与税及
び個人事業者の消費税（及び地方消費税）の申
告期限・納付期限については、４月 15 日（木）
まで延長されました。
　これに伴い、令和２年度分確定申告における
申告所得税及び個人事業の消費税の振替納税を
ご利用されている方の振替日についても、下記
のとおり変更されています。

　毎年６月１日から６月７日までの１週間は、
皆さんに水道について理解と関心を高めていた
だくことを目的に、全国で「水道週間」が実施
されます。
　町では、この機会を通じて身近な水道を知っ
ていただくために、浄水場の見学を次のとおり
実施しますので、ぜひご参加ください。
期　日　６月１日（火）～６月７日（月）（土・

日曜日も実施）
時　間　午前９時～１１時
　　　　午後１時 30分～４時
場　所　越生町大字大満６２９番地　大満浄水

場
内　容　浄水場施設の見学（所要時間：１時間

程度）
申込み　ご来場される場合は、出来る限り事前

にあへ電話連絡をお願いいたします。
※緊急工事等により、見学に対応できない場合
がありますので、あらかじめご了承ください。

あ水道課　庶務担当
　う２９２-３００２

※振替日にご指定の預貯金口座から納税額を自
動的に引き落としますので、事前に預貯金口
座の残高をご確認ください。

あ川越税務署
　う２３５-９４１１
　　自動音声案内でご案内しています

税目 振替日（変更後）
申告所得税 ５月31日（月）

個人事業者の消費税 ５月24日（月）

振替日
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